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第１ 監査の請求 

 １ 請求人 

（省 略） 

請求人代理人 

    東京都墨田区江東橋３丁目９番７号 国宝ビル６階 

    東京東部法律事務所 

    弁護士 舩尾 遼 

    弁護士 岩本 拓也 

    弁護士 柏木 優孝 

    弁護士 今嶌 千晶 

       

２ 住民監査請求書の提出日 

   令和７年３月３１日 

 

３ 住民監査請求書 

   別紙１のとおり 

 

４ 住民監査請求書の補正及び代理人の選出  

  請求人は、令和７年４月４日に請求対象となる職員の追加と措置の内 

容の一部について補正を行った。 

  また、令和７年４月３０日に郵送にて代理人の委任状（令和７年４月２

４日付け）を提出した。 

 

５ 事実証明書 

（１）東金町運動場第二管理棟賃貸借契約締結の決裁文書（令和６年４月 

１日付け６葛教ス第７号） 

（２）東金町運動場第二管理棟賃貸借契約締結の決裁文書（令和５年４月 

１日付け５葛教ス第４８号） 

（３）（一財）キッズチャレンジ未来の基本情報及び履歴事項全部証明書 

（４）東金町運動場第二管理棟（会議室及び更衣室）賃貸借（債務負担行 

   為）契約書（平成２４年３月２９日付け） 

（５）東京都とのトレーラーハウス設置に関するメモ 
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（６）東金町運動場等の公園使用許可事項変更許可申請書（平成２４年４ 

   月１９日付け２４葛教ス第３３号） 

（７）公園施設設置許可事項変更許可書（平成２４年７月１０日付け２４ 

健公公第９３号） 

（８）都市計画法第６５条第１項に基づく許可書（平成２４年７月１８日 

付け許可第８４号） 

（９）東京都立公園条例 

（10）建築許可申請等の審査を所管する建築課の回答書（トレーラーハウ 

   スに関する建築課及び東金町運動場へのトレーラーハウス設置に関

する平成２４年当時の建築課職員の見解について）（令和６年１１月

２７日付け６葛都建第８７５号） 

（11）現状のトレーラーハウスの写真 

（12）トレーラーハウスの時系列概要表 

（13）東金町運動場第二管理棟の転貸借契約書及び株式会社カンバーラン

ド・ジャパンからの転貸の承諾書（平成２５年２月２８日付け） 

（14）東金町運動場第二管理棟の転貸について（契約書）（平成２５年２月

２８日付け２４葛教ス第４８５号） 

（15）FCBEscola KATSUSHIKA 実施に関する協定書 

（16）東金町運動場第二管理棟の賃貸借契約について（平成２９年４月 1 

日付け２９葛教ス第３８４号） 

（17） 東金町運動場第二管理棟の賃貸借契約書（平成３０年４月１日付け）  

及び同契約書（平成３１年４月 1 日付け） 

（18）東金町運動場第二管理棟の賃貸借契約書（令和６年４月１日付け） 

（19）葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場利用案内 

（20）令和７年５月７日付け請求人からの「陳述書」 

（21）建築基準法違反などについて(意見書) 

(22) 葛飾区亀有３丁目に設置された防災備蓄倉庫の台帳記載事項証明 

   書（建築物）（令和７年５月１４日付け第Ｒ７葛都建証１４１７号） 

(23) 組立倉庫(物品・備品)であっても建築確認申請は必要（意見書） 

  

６ 請求の要件審査 

本件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条の所定の要 
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 件を備えているものと認めて監査を実施した。なお、請求人は令和 7 年５ 

 月２日に事実証明書（５）から（１８）までを提出した。 

 

第２ 監査の実施 

 １ 監査対象部局 

    教育委員会事務局生涯スポーツ課 

 

 ２ 請求人の陳述 

（１）実施経過 

地方自治法第２４２条第７項の規定により、請求人に対して、令和

７年５月７日に陳述と新たな証拠の提出の機会を設けた。 

 

（２）請求人の陳述の要旨 

別紙２のとおり 

請求人及び請求人代理人は、当日持参した陳述書（別紙３、４）に基

づいて陳述を行った。 

 

（３）陳述の補足 

監査事務局から陳述の補足がある場合は、令和７年５月１５日まで

に文書で提出すれば受け付ける旨を請求人代理人に伝え、請求人は、

陳述の補足として、令和７年５月８日に事実証明書（２１）、令和７年

５月１４日に事実証明書（２２）、（２３）を提出した。 

 

３ 関係職員の陳述聴取 

（１）実施経過 

令和７年５月７日に監査対象部局の関係職員による陳述の聴取を行 

った。 

 

(２）関係職員の陳述の要旨 

別紙５のとおり 

関係職員は、当日持参した意見書(別紙６)に基づいて陳述を行った。 
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 ４ 関係資料の提出 

教育委員会事務局生涯スポーツ課から、次に掲げる関係資料の提出を受 

け、本件監査請求に関する事実等を確認した。 

（１）東金町運動場第二管理棟の賃貸借契約書(令和６年４月１日付け） 

（２）東金町運動場第二管理棟賃貸借契約に関する賃貸料徴収に係る支 

払依頼文及び調定等の財務会計書類(令和６年度) 

（３）葛飾区体育施設の管理に関する年度協定書（令和６年度） 

（４）東金町運動場第二管理棟の賃貸借契約書（平成２９年４月１日付 

けから令和５年４月１日付けまで） 

（５）文教委員会における「バルサアカデミー葛飾校への対応につい 

て」の庶務報告資料（令和７年４月１１日開催分） 

 

第３ 請求人が求める措置等の概要 

葛飾区職員措置請求書、事実証明書、請求人陳述及び陳述書等により、請 

求人が求める措置等を次のとおり解した。 

 

 １ 請求人が求める措置 

   葛飾区を賃貸人、一般財団法人キッズチャレンジ未来（以下「キッズ 

チャレンジ」という。）を賃借人とする平成２５年３月１日から平成２９ 

年３月３１日まで締結された「東金町運動場第二管理棟の転貸借契約」 

（以下、「転貸借契約」という。）において、区からの転貸料は、年額９９ 

２，４００円（月額８２，７００円×１２か月）であった。この金額は、 

「行政財産の使用許可に伴う土地・建物使用料の計算方法について」（昭 

和６３年３月３１日付け６２葛総経発第６２号）に従い、区と株式会社 

カンバーランド・ジャパンとの賃貸借契約（以下「リース契約」という。） 

額である２０，５００，０００円を用いて算出されたもので、この金額 

が適正な賃貸料である。 

しかし、令和６年４月１日付け「東金町運動場第二管理棟の賃貸借契 

  約（以下「令和６年度契約」という。）の契約金額は、年額３０，０００ 

  円（月額２，５００円×１２か月）であり、適正な契約額と比べて著しく 

  低額であり、葛飾区に対して大きな損害を与えた。 

このことにより、葛飾区長及び令和６年度契約の締結やその履行行為に 
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関与・決定した職員に対して、適正な賃貸料との差額に相当する９６２，

４００円の損害賠償を請求する。また、その他必要な措置を講じることを

求めるものである。 

 

 ２  請求人の主張の要旨 

（１）東金町運動場第二管理棟（以下「第二管理棟」という。）は、設置の 

  状況や、区とキッズチャレンジとの間で締結した賃貸借契約書から不 

  動産とみるべきで、仮に第二管理棟が「動産」であるとしても不動産 

  に準ずる重要な価値があることから「公有財産」に該当する。また、区  

は多目的広場や運動場の利用者が平等にシャワー室等を使用できるよ 

うに第二管理棟を設置したため、公用または公共用に供する公有財産 

であり、地方自治法（以下「法」という。）第２３８条第４項により 

「行政財産」に該当する。 

このことから第二管理棟は、法第２３８条の４第１項により賃貸借 

   契約の対象ではないため、本件契約は無効である。 

（２）令和６年度契約の賃貸料は低廉で、適正な賃貸料を徴収しなければ 

ならない。本来であれば、第二管理棟は、２０，５００，０００円（リ 

ース契約額）を基礎として、１，０００分の６を乗じて得た額である 

月額８２，７００円が適正な賃貸料であるとみるべきであるが、保守 

点検費用５８７，８９５円を基礎として、１，０００分の６を乗じて 

得た額である月額２，５００円を適正な賃貸料としている。これは明 

らかに条例に反する計算である。 

（３）東京都立公園条例第２０条では、「公園施設の設置若しくは管理の 

  許可、都市公園の占用の許可または有料公園若しくは有料施設の使用 

の承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡しまたは転貸することが 

できない。」とされ、区は、キッズチャレンジとの協定及び第二管理 

棟の賃貸借契約等の締結を、東京都に無断で行った可能性があること 

から、本件契約は無効である。 
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第４ 監査の結果 

 １ 関係法令 

 （１）地方自治法 

第２４２条第１項 

    普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委

員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若

しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締

結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある（当該行為が

なされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。）と認め

るとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財

産の管理を怠る事実（以下「怠る事実」という。）があると認めるとき

は、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行

為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当

該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害

を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。 

 

  第９６条 

 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

一～五 略  

六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、 

若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを 

譲渡し、若しくは貸し付けること。 

七～十五 略 

 

第２３７条 

 この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金 

をいう。 

２ 第２３８条の４第１項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公

共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを

交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正

な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。 
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  ３ 略 

 

  第２３８条 

 この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属す

る財産のうち次に掲げるもの（基金に属するものを除く。）をいう。 

一 不動産 

二～八 略 

  ２～３ 略 

４ 行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、 

又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外 

の一切の公有財産をいう。 

 

第２３８条の４ 

 行政財産は、次項から第４項までに定めるものを除くほか、これを 

貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは 

信託し、又はこれに私権を設定することができない。 

２ 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない   

限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 

一 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政 

令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて 

当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成すること 

に資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場 

合（当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場 

合を除く。）において、その者（当該行政財産を管理する普通地 

方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で 

適当と認める者に限る。）に当該土地を貸し付けるとき。 

二 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法 

人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有する 

ためその者に当該土地を貸し付ける場合 

三 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に 

当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有す 

るためその者（当該建物のうち行政財産である部分を管理する  

7



 
 

普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行 

う上で適当と認める者に限る。）に当該土地を貸し付ける場合 

四 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれ 

らの敷地（以下この号において「庁舎等」という。）について, 

その床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合 

において、当該普通地方公共団体以外の者（当該庁舎等を管理 

する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を 

行う上で適当と認める者に限る。）に当該余裕がある部分を貸し 

付けるとき（前３号に掲げる場合に該当する場合を除く。）。 

五 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める 

法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供す 

る場合において、その者のために当該土地に地上権を設定する 

 とき。 

六 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める 

法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場 

合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。 

３～５ 略 

６ 第１項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 

７ 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を 

許可することができる。 

８～９ 略  

 

（２）葛飾区行政財産使用料条例 

   第２条 

使用料は、1 月当りの額により算出するものとし、その額は財産の種

類および使用の状況に応じ、次の各号に定めるところによる。 

一 略 

二 建物を使用させる場合には、当該建物およびその敷地についてそ 

れぞれ次により算定した額を合計して得た額 

ア 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持および保存の 

状況、利用効率等を考慮して算出した当該建物の適正な価格に

１，０００分の６を乗じて得た額 
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イ 建物の敷地に相当する面積の土地について、前号により算出し 

た土地の使用料に相当する額 

三 建物の一部を使用させる場合には、前号により算出した当該建物 

の全部についての使用面積の割合を乗じて得た額 

四 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応 

じ、土地または建物の使用料の例により算出して得た額 

五 動産を使用させる場合には、当該動産の推定再取得価格、耐用年 

数、経過年数、維持および保存の状況等を考慮して算出した当該 

動産の適正な価格に１，０００分の８．５を乗じて得た額 

 

（３）東京都立公園条例 

   第２０条 

  公園施設の設置若しくは管理の許可、都市公園の占用の許可または有 

料公園若しくは有料施設の使用の承認を受けた者は、その権利を他人に 

譲渡しまたは転貸することができない。 

 

２ 判断理由 

（１）第二管理棟が「建築物」であり、「行政財産」であるという主張につい 

   て 

  請求人は、第二管理棟の設置状況などから「建築物」とみるべきで、公用 

または公共用に供するために設置された「行政財産」であると主張する。 

 生涯スポーツ課の意見書によれば、区は都立水元公園内に設置した東金 

町運動場の供用開始に当たり、従来の管理棟だけではシャワー室、更衣室 

等が不足することが想定されることから新たな管理棟の設置が必要となっ 

たため、公園施設の管理者である東京都と協議した。その際、新たな「建築 

物」は設置できないことを確認し、リース契約により移動可能なトレーラ 

ーハウスを第二管理棟として設置した。 

トレーラーハウスのリース契約書の仕様において、電源・給排水などの 

設備は外部との接続を容易に取外しができること、移動に支障がないよう

に階段等を設置し、走行するために十分な状態に車輪を保守すること、と指

定している。また、リース契約終了後に無償譲渡を受けた際、「葛飾区物品

管理規則」に基づき「組立倉庫」として備品登録を行っている。 
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このことにより、区には第二管理棟を「動産」として設置し、「備品」と

して取扱うものであるという認識であったことが推測される。 

さらに、建築許可申請等の審査を所管する建築課の回答書（トレーラーハ

ウスに関する建築課及び東金町運動場へのトレーラーハウス設置に関する

平成２４年当時の建築課職員の見解について）において、建築課は、平成２

４年当初、平成９年３月３１日の平成９年住指発第１７０号の建設省通達

以降、本通達内容に則り、トレーラーハウスに関する建築基準法上の取扱い

を判断し、第二管理棟であるトレーラーハウスは、建築物とは取り扱わない

という判断をしたと述べている。 

 言うまでもなく、本件トレーラーハウスが建築物であるか否かを判断す

る権限を有するのは一義的に区の建築主事であるから、上記回答書の中で、

平成２４年度当時の建築課職員の見解として、建築物として取り扱わない

と判断している以上、監査委員はその判断を尊重すべきと考える。 

このことから、請求人の主張のとおり「建築物」であり、「行政財産」で 

あると考えることはできない。 

 

（２）令和６年度契約は、適正な賃貸料に比べて著しく低額であるという主 

張について 

  請求人は、転貸借契約の際に第二管理棟のリース契約の契約額を用いた 

計算方法に基づき算出された賃貸料が適正であり、令和６年度契約は、適正 

な賃貸料に比べて著しく低廉である。このような金額で契約を締結するこ 

とは違法又は不当な契約締結行為であり、その履行行為も違法、不当である 

と主張する。 

 （１）で述べたとおり、生涯スポーツ課は、第二管理棟を転貸借契約締 

結時から建築物ではなく動産として取扱っており、譲渡された際には備品 

登録を行っている。 

  備品の場合には、賃貸料の算出にあたって算出方法が定められていない 

ことから、使用用途が事務所及び倉庫であることを考慮して、「行政財産の 

使用許可に伴う土地・建物使用料の金額の計算方法について」を準用して 

建物の一部を使用させる場合の計算式を用いて賃貸料の算定を行っている。 

  ※計算式 建物価格×（使用許可面積／建物延面積）×条例使用料率 

  計算式における建物価格を、転貸借契約の際には、トレーラーハウスの
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賃貸借契約の契約総額とし、令和６年度契約では保守点検費の実費分とし

たことから、令和６年度契約による賃貸料が転貸借契約時の賃貸料に比べ

て低額であることは事実として認めざるを得ない。 

しかし、本件において、葛飾区におけるスポーツ振興と地域活性化を図る

ことを目的に、平成２５年３月１日以降、継続的に契約の相手方へ受益者負

担分として実費相当額のみを求めていくこととしたことは、直ちに違法、不

当であると判断することはできない。 

さらに、一般のリース契約は、その内訳として、本体価格のほか、維持管

理料、保険料、金利等から成り立っている。令和６年度契約時においては、

設置から１０年以上経過しており、経年劣化等により財産価値が変動して

いることや、リース契約額にはトレーラーハウス本体以外の諸経費が含ま

れていることから、平成２５年度に決定した転貸借契約額が、令和６年度の

賃貸料として適正であるとは断定できない。 

  以上のことから、請求人が主張する契約締結行為及び履行行為が違法、

不当であると断言することはできない。 

 

（３）令和６年度契約は無効であるという主張について 

  請求人は、第二管理棟は行政財産であることや東京都立公園条例に違反 

していることを理由に、令和６年度契約が無効であると主張する。 

  まず、前述のとおり区は、第二管理棟は行政財産ではないと解している

ことから、令和６年契約が無効であるとは言えない。 

また、東京都立公園条例第２０条では、「公園施設の設置若しくは管理の 

許可、都市公園の占用の許可または有料公園若しくは有料施設の使用の承 

認を受けた者は、その権利を他人に譲渡しまたは転貸することができない。」 

とされているが、生涯スポーツ課は、「東京都立公園条例において、都から 

の『設置許可』に関して転貸借しているものではなく、都の許可に基づき、 

区が設置したトレーラーハウスの必要な部分を賃貸借していたもので、条 

例に抵触していない。」と述べている。 

仮に、令和６年度契約が無効であったとしても、その場合、請求人が主張

する葛飾区の損害額が９６２，４００円と直ちに判断することはできない 

ことから、葛飾区長及び令和６年度契約の締結やその履行行為に関与・決定

した職員に対し９６２，４００円の損害賠償を請求することを認めること
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は妥当ではない。 

 

３ 結論 

  以上のことから、本件請求は理由がないものと認め、棄却する。 

 

４ 付帯意見 

   区には動産や備品を貸し出す際の賃貸料設定のルールはないことから、

公益上の必要があると認めたときに、「受益者負担」の観点から、区が負担

している経費を基に賃貸料を算出したことについては、一定の理解を示す

ことができる。  

しかしながら、本件のように動産の管理方法が変更になったことにより、

賃貸料が大きく変動することについて、区民の理解を得られるとは考えに

くい。 

定めのない動産や備品の賃貸料や使用料の設定に当たり、区民の理解を

得るための新たなルールづくりを行うべきであると考える。 
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住民監査請求に係る請求人の意見陳述要旨 

 

開催日時 令和７年５月７日（水） 午前１０時００分～１０時３０分 

場  所 葛飾区役所 総合庁舎新館７階 ７０１会議室 

監査委員 坂井代表監査委員 反町監査委員 峯岸監査委員 山本監査委員 

請 求 人 請求人・請求人代理人（４名） 省略 

立 会 人 宮木放課後支援課長（前生涯スポーツ課長） 張替生涯スポーツ課長 

事 務 局 土屋監査事務局長 篠崎監査担当係長 

 長谷部監査担当係長 板倉監査担当係長 

傍 聴 人 １８人 

 

代表監査委員 

  これより、請求人の陳述を開始します。 

【請求人の陳述】 

請求人 

 ～「陳述書」（別紙３）を読み上げる～ 

請求人代理人 

～「陳述書」（別紙４）を読み上げる～ 

【質疑応答】 

代表監査委員 

 これから、監査委員による質疑を行います。 

監査委員 

 請求人からの発言で、陳述の内容についてよく分かりました。 

監査委員 

  確認ですが、何をもって「違法・不当」と考えますか。 

 請求人代理人 

  まず、直接的に問題となる部分として１点目は、そもそも「賃貸借契約を締結し

てはいけない」と、地方自治法に定められているものを契約してしまった点です。

その点が直接的に、この契約は違法であると理解します。 

２点目は、地方自治法において、「適正な賃料を徴収すべき」と定められているに

もかかわらず、適正な賃料を取っていないこと。仮に、これが普通財産だとしても、

法律上は適正な賃料を取らなければならず、それについて、基準として条例がある

のに従っていないという点も、直接的な違法であると考えます。 
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もう一つ、請求人の陳述内容にもありましたが、大元になる第二管理棟の賃貸借

契約自体が、そもそも都市計画条例上、「建物を建ててはいけない場所に建ててい

る」、「転貸してはいけないものを転貸している」ということから、そもそも違法な

のではないか。それを貸したこと自体が法律上問題になると考えます。 

 請求人 

  補足ですが、請求人代理人が説明したとおり、本来建てられない所にトレーラー

ハウスを設置しています。東京都には、「着脱可能な設備である」と説明しながら、

実際には着脱可能な設備仕様にはなっておらず、修繕工事までの間、違法な形で使

われていました。 

もう１点は、東京都立公園条例において、本来、譲渡や転貸借が禁止されている

にも関わらず、キッズチャレンジ未来との間で転貸借契約、並びに、トレーラーハ

ウスを独占的に利用できる協定まで結んでいました。これは、東京都から許可を得

ていなかったのではないか、という大きな疑惑があります。実際に、東京都の職員

は、このトレーラーハウスが協定によって独占的に利用されていることや、転貸借、

賃貸借契約が結ばれていたことも知りませんでした。これは明らかに東京都立公園

条例に違反するものと思います。いわゆる、大元の賃貸借契約が違法です。 

さらに、賃料月額２，５００円というのは著しく低額であり、違反した形で計算

がされたものであるということが、私の主張です。 

 監査委員 

  「適正な額」の考え方について、もう一度分かりやすく説明してください。 

 請求人代理人 

  「適正な額にしなければならない」ということは、地方自治法第９６条第１項第

６号と第２３７条第２項に記載があります。本件建物は公有財産なので、貸すとき

には不当に安くしないように、ということになります。これは解釈ですが、一般的

には「時価」であるといわれています。 

区としては、公有財産について、一般的に賃貸借契約を結ぶのではなく、使用料

を取るべきものと考えます。使用料を算出するにあたっては、葛飾区行政財産使用

料条例第２条第２項アに沿うこととしています。同条例によりますと、「建物の推定

再建築費、耐用年数、経過年数、維持および保存状況、利用効率等を考慮して算出

した当該建物の適正な価格に１，０００分の６を乗じて得た額」を使用料とすると

定められています。要するに、建物の価値はどれくらいかということについて、「再

び建築するときに費用はどのくらいか」、「あと何年使用できるか」、「どのくらい経

過したか」、「保存状況はどうか」、「どのような人が使用しているか」ということを
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考慮し、その建物の適正な価格を算出する。これが当然である不動産価格の算出方

法であり、それに１，０００分の６を乗じた額を使用料とします。 

本来であれば、この建物は、リース契約額である２，０５０，０００円を基準と

して計算した８２，７００円が賃料となります。しかし、事実証明書（１）のとお

り、区はどういう訳か、保守点検費用に１，０００分の６を乗じた額を使用料とし

ています。その理由は、誰にも分かりません。資料の下の部分に「本来であれば」

ということで、なぜか「参考」として記載があります。担当職員も疑問を感じてい

たのではないか、と思っています。保守点検費用を基にするのは珍しく、「建物の価

格は、もう無価値である」と考えていたのかとも思いますが、とはいえ一般的に、

リース契約額というのはともかく、保守点検費用というのは、あり得ないと思いま

す。 

代表監査委員 

  こちらからの質問に対して、「違法・不当である」とすることが２点ありました。

まず１点目、「賃貸借契約は締結できない」というのは、「これは建築物であって、 

行政財産であるから賃貸借契約は締結できないはずで、行政財産であるから行政財 

産使用許可で行うべきではないか」という主張でよろしいでしょうか。 

 請求人代理人 

  建築物だからというだけでなく、動産であっても重要なものであれば、建築物と

同様に公有財産になると認識しています。公有財産であり、区民のために供するも

の、公用または公共用に供するために使用すると決定された財産が、行政財産です。  

この建物の設置にあたって、事実証明書（８）の文中で、区は、「運動場や多目的

広場のすべての利用者が平等に使用する」と説明しています。これは、公用または

公共用に供するものと決定されている財産として捉えることができます。そのため、

第二管理棟は、公有財産の中でも行政財産であり、行政財産であれば使用許可が必

要である、と理解します。 

建物であるかどうかということは、決定的な話ではないですが、一般的に考えれ

ば、これは建物であると理解するところです。 

 代表監査委員 

  では２点目です。賃料についてですが、これは普通財産としても条例に従ってい 

ないということですが、「仮に行政財産ではない」とした場合という理解でいいです

か。 

 請求人代理人 

  そういうことです。 
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あともう１点、大元の契約が違法なものであれば、転貸するということ自体、私

法上は有効かもしれませんが、それが果たして許されるものか。つまり、設置して

はいけない所に不動産を設置して、転貸してはならないものを転貸する、そのよう

なこと自体が違法であり、契約は違法、無効になるという考え方もあります。その

点については、請求人が説明したとおりです。 

 代表監査委員 

  請求人の陳述についてお尋ねします。 

事実証明書（８）において、「トレーラーハウスの許可書に建築行為と明記されて

います。この許可は、『区長が区長に申請し、区長が許可する』という、区が何でも

できる手続きの中で建築物と認めています」と、陳述書に書かれていますが、請求

人は、事実証明書（８）のどの部分を見て、区が建築物だと認めていると思いまし

たか。 

 請求人 

  事実証明書（８）には、「建築行為について」と書かれているので、建築行為に基 

づいて設置される「建築物」であると理解しました。 

 代表監査委員 

  主張は分かりました。同じ陳述書の中で、「令和７年４月２５日に東京都の担当

者に確認したところ、独占的に利用されていることについても、担当者は知らなか

った」という話がありました。これは電話か何かで確認したという主張ですか。 

 請求人 

  そうです。 

代表監査委員 

  それは、「令和７年４月２５日」に確認した、ということですか。 

 請求人 

  そのとおりです。 

代表監査委員 

  それでは、以上をもちまして、請求人の意見陳述を終了します。 
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住民監査請求に係る区関係職員の意見陳述要旨 

 

開催日時 令和７年５月７日（水） 午前１０時４０分～１１時０５分 

場  所 葛飾区役所 総合庁舎新館７階 ７０１会議室 

監査委員 坂井代表監査委員 反町監査委員 峯岸監査委員 山本監査委員 

関係職員 宮木放課後支援課長（前生涯スポーツ課長） 張替生涯スポーツ課長 

立 会 人 請求人・請求人代理人（４名） 省略 

事 務 局 土屋監査事務局長 篠崎監査担当係長 

 長谷部監査担当係長 板倉監査担当係長 

傍 聴 人 １８人 

 

 代表監査委員 

  これより、区関係職員の陳述を開始します。 

 【区関係職員の陳述】 

 生涯スポーツ課長  

  ～「住民監査請求に係る意見について」（別紙６）を読み上げる～ 

【質疑応答】 

代表監査委員 

  これから、監査委員による質疑を行います。 

監査委員 

  トレーラーハウスが「備品」と判断していますが、その段階で実態は、「建物」じ

ゃないですか。区には地区センターとか施設が沢山ありますが、広さとか、ホール

や会議室といった状態などで使用料を決めていますよね。備品であるという判断で

なく、建物だという解釈、感覚はなかったのですか。 

前生涯スポーツ課長 

  当時の記録など、いろいろこれまでも調べ、確認してきましたが、委員からの質

問にあった、トレーラーハウスを建物だとする考え方の記録は見当たりませんでし

た。 

監査委員 

  建物だという感覚はなかったのですかね。備品ですかね。 

前生涯スポーツ課長 

  当時の残っている記録からしかお話しできませんが、当時から建物という考え方

はありません。用途としては建物ということですが、これを建物とする考え方は記

録上ありませんでした。 

監査委員 

  現地で、「建物である」と思うのではなく、「備品である」と思った。区はそのよ

うな感じですか。建物には見えないのですか。 
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要するに賃料を決めるときに、建物だという考えは、区にはなかったということ

ですか。「備品」として賃料を決めていますが、区民は建物と見るのではないですか。

私には建物と見えるのですが。皆さんには、備品に見えるのですか。 

前生涯スポーツ課長 

  私が昨年４月 1日に着任して、決裁した際に内容の確認をした中で、当時より備

品であると確認しました。昨年４月１日時点で、備品から建物にするという考え方

を変更する理由がなかったので、これまで判断してきた「備品である」という理解

をするに至ったものです。 

監査委員 

  とても不思議ですが、私にはトレーラーハウスは「備品」とは見えないのですが。

では、その備品を貸し出すにあたって、区の施設の会議室などの使用料の算定方法

を参考にしようという考え方には、至らなかったということですね。 

前生涯スポーツ課長 

  いま、委員は「使用料見直し検討委員会」のお話をされていると思うのですが、

先ほどから申し上げているとおり、昨年４月 1日時点で考え方を変更するような状

況になかったため、認識はしていませんでした。あくまで昨年４月１日時点での契

約締結に際して、使用料という考えではなく、これまで同様の賃貸借契約に基づく

賃貸料と解釈して手続きを進めたところです。 

監査委員 

 私個人の感覚で、あれは建物であり、建物の使用料や賃借料としていくらになる

のか考えるのですが、区の考え方は、備品として賃借料を決めたということですね。

高いとか、安いとかは、備品と建物は違うから、ということでの判断ですね。考え

方は分かりました。内容は理解できたのではなく、区の考え方は分かりました。 

監査委員 

  動産であるトレーラーハウスの賃貸料を決定したのは誰ですか。また、決定に至

った根拠は何でしょうか。 

前生涯スポーツ課長 

  まず、令和６年度について、当時の教育次長が最終決裁者になります。その根拠

ですが、契約事務規則上では主管課長に権限が委任されていますが、本件は、賃料

に関する規則などに定めがなく、動産の賃貸借契約であることや、トレーラーハウ

スの無償譲渡を受けた平成２９年度以降、本件は部長決裁で行ってきたことなどか

ら、その考え方は変わらないと、私は判断し、最終決裁者を主管部長として手続き

を進めてきたところです。 

監査委員 

  繰り返しの質問になりますが、平成２５年度に賃料を決定するにあたって、行政

財産である建物の規定を準用したのはなぜですか。 

前生涯スポーツ課長 

  まず、設置当時の平成２４年６月、当初から本件については動産、備品として登
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録、管理してきたところです。また、その用途としては、事務所や倉庫であるため

建物と同じだとみなして、行政財産の使用許可に伴う土地、建物の使用料計算方法

を準用したものです。 

監査委員 

  平成２９年度に、賃料を決定するにあたって、日常整備費と保守点検費を建物価

格とみなして、賃料の算出を行った理由は何でしょうか。 

前生涯スポーツ課長 

  まずは、動産について賃料算出の計算方法について定めがない、そうした中でト

レーラーハウスの賃貸借契約が満了することに伴って、転貸借契約の総額を建物価

格とみなしていた考え方を変更する必要が生じた訳です。当時の考え方として、ト

レーラーハウスの転貸借契約を用いた月額賃料との差は確かに大きいのですが、相

手方であるキッズチャレンジ未来には、受益者負担としての実費弁償は求めていこ

うということで、トレーラーハウスの無償譲渡後に要することになる日常整備費や

保守点検費について、指定管理者から見積書を取り、建物価格として賃貸料を算出

したものです。 

監査委員 

  指定管理者からの金額というのは、どのような金額なのですか。 

前生涯スポーツ課長 

 必要な経費です。 

監査委員 

 指定管理者がトレーラーハウスを管理するために必要な金額を確認したという

ことですね。 

前生涯スポーツ課長 

 そのとおりです。 

監査委員 

  平成３１年に賃料を決定するにあたって、日常整備費を減らして賃料の算出を行

ったのはなぜですか。もう少し詳しくお願いします。 

前生涯スポーツ課長 

  当時の記録ですが、実費弁償を求めるということですが、そのうち日常整備費、

主には清掃費用になりますが、キッズチャレンジ未来が、清掃を自分たちで行うと

いう話があったようで、日常整備費用分を除いた金額で算出したものです。 

監査委員 

  清掃費というのは、ピンとこない、理解が苦しいですね。説明は分かりました。 

監査委員 

  令和６年９月１８日の議会資料に、今後の方針に関する記載があるのですが、ど

のような考えがあったのか、また、その経緯について説明してください。 

前生涯スポーツ課長 

  文教委員会の庶務報告資料のことと思いますが、本区としては、協定の内容の実
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現に大きな期待を持っていました。そうした中、グラウンドの優先利用や第二管理

棟の賃貸借契約というような環境整備を行ってきました。ただ、議会からのご指摘

を受けて、キッズチャレンジ未来に対して協定の履行状況を確認してきました。残

念だったのは、キッズチャレンジ未来が、区民の理解が得られるほどの地域貢献を

行ってこなかったことが明らかになった中で、この庶務報告を行う当時の考え方と

して、次の賃貸借契約の締結に向けては、賃料の改定をする必要があるのではない

か、ということで、この方針を決めたところです。その後の経過としては、バルサ

アカデミー事業が、キッズチャレンジ未来からの事業譲渡であったり、赤字経営が

長く続いていたことなどを理由に、令和７年３月３１日付で協定を解除したところ

です。よってこの賃貸借契約も、根拠となる部分がなくなった状況となっています。 

監査委員 

  令和６年４月１日、本契約締結時において、キッズチャレンジ未来の協定違反と

受け止められる活動状況を把握していたのでしょうか。 

前生涯スポーツ課長 

  まず私が着任した令和６年４月１日以降、この件に関して様々なご指摘を受けま

した。この協定を解除するに至った理由は、事業譲渡であったり、法人の赤字経営

であり、これらも議会からの指摘を受けて、調査を進める中で、把握することにな

ったところです。私が着任した令和６年４月１日時点では、先ほど申しました協定

違反と受け止められる活動状況について、把握していませんでした。 

監査委員 

 先ほど説明いただいた、契約締結時における認識について、もう少し具体的に話

していただけますか。 

前生涯スポーツ課長 

  私としては、令和６年４月１日の契約に関しても、これまで同様に、協定で定め

る内容を双方できちんと実現していくという認識でいた中で、この契約内容を確認

し承認したものです。ただし、指定管理者からの見積りが少し増額になっていたの

で、賃貸料の多少の変動はあったことを確認していましたが、これまでの賃料算出

方法を踏襲してきたものと認識し、適切な内容で判断して契約締結の決裁を行った

ところです。 

監査委員 

  令和７年度における第二管理棟の扱いですが、バルサアカデミー葛飾は、どのよ

うに使用していますか。 

生涯スポーツ課長 

  令和７年３月３１日をもって協定を終了しており、４月１日以降、第二管理棟は、

キッズチャレンジ未来との協定の解約を受けて、東金町運動場の利用者に広く使用

してもらっています。バルサアカデミー葛飾校についても、一利用者として、他の

団体と同様に使用してもらっています。 
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代表監査委員 

  本日いただいた意見書の中でも、平成２５年３月１日から平成２９年３月３１日

までの期間において、総額２，０５０万円の賃貸借契約であった訳ですが、なぜ４

年間の契約期間だったのでしょうか。 

前生涯スポーツ課長  

  その件について、当時の記録の中では、４年間という理由については、確認した

記憶がありません。 

代表監査委員 

  平成２９年４月１日で無償譲渡ということで、リース契約であったのですよね。

議会の記録を見ますと。 

前生涯スポーツ課長 

  そのとおりです。 

代表監査委員 

  それでは以上をもちまして、区職員の意見陳述の聴取を終了します。 
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